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地区 項目
本質的価値を構成

する諸要素
保存のための整備内容

全体 - -

短期及び持続的に実施するもの

・石垣を中心とした遺構の保存・整備を優先的に実施する。

・雨水排水に関する調査を早急に実施するとともに、山上部

から内堀に至る適切な排水体系の整備を行う。

・定期的に除草や樹木の剪定を行い、遺構を見やすくするこ

とで、適切な保存・管理を図る。

中・長期

・本格的な活用のための整備を計画的に行う。

Ａ

山上 

曲輪群 

地区

石垣（高石垣・補

強石垣） 

天守 

曲輪 

櫓台及び櫓礎石 

門礎石 

石樋・排水路 

井戸など

短期及び持続的に実施するもの

・保存のために必要な発掘確認調査を実施する。

・崩落した坤櫓跡周辺石垣ついては体制の整備や財源の確保

に努め、早急に復旧する（図 41- ①）。

・他の石垣についても、モニタリングなどの現状調査を実施

したうえで適切な対策（発掘調査を行い、保護ネットの設置、

補強石垣のような用途の施設、間詰石の補修等）を講じる。

状況によっては安全に完了できるまで立入禁止措置にて来訪

者の安全を図り、解体修理も検討する（図 41- ②〜⑧）。

・天守について、耐震診断の解析結果を踏まえ、専門家の指

導を仰ぎながら必要な修理を行う。消火栓等の防災施設の定

期的な点検を行い、老朽化した箇所を確認した場合は適切な

対策を講じる（図 41- ⑩）。

中・長期

・短期で掲げた石垣修理を計画的に行っていく。また、建物

礎石や井戸などの石垣以外の遺構についての保存・整備も必

要に応じて行う。

Ｂ

亀山 

斜面地区 

（城山斜面

部）

かぶと岩 

東南山麓、東側麓、

西北山腹の石垣 

見返り坂 

搦手登城路、 

御殿境界土塀跡、

社跡

長期

・北面の生駒期登石垣や見返り坂、南面の搦手登城路、西面

の御殿境界土塀跡、社跡などについて遺構確認を行ったうえ

で、必要な保存措置を図る。



130

地区 項目
本質的価値を構成

する諸要素
保存のための整備内容

Ｃ
大手 

地区

大手桝形 

大手一の門・二の

門 

東西土塀 

石垣 

石樋 

土塁

短期及び持続的に実施するもの

・文化財建造物について、日常点検を行い、状況を見極めな

がら、必要な修理に努める。

・消火栓等の建造物防災施設の定期的な点検行い、老朽化等

があれば整備を行う。

・耐震対策についても現状調査を行いながら、必要な検討を

行う（図 41- ⑪）。

中・長期

・文化財建造物について、必要に応じて耐震対策を行う。

Ｃ

御殿 

地区

玄関先御門 

番所 

長屋 

土塀 

御殿礎石 

庭園跡 

馬場跡 

井戸 

土塁

短期及び持続的に実施するもの

・文化財建造物について日常点検を行い、現況を見極めなが

ら必要な修理に努める。

・消火栓等の防災施設の定期的な点検を行い、老朽化した箇

所を確認した場合は適切な対策を講じる。

・耐震対策についても現状調査を行いながら必要な検討を行

う（図 41- ⑫）。

・資料調査を継続する。

中・長期

・発掘調査を行い、御殿や庭園に関する遺構の存否や内容を

確認し、史跡整備のあり方の検討と合わせて遺構の保存策を

講じていく。

搦手・ 

東側地区

井戸 

土塁 

搦手門跡

短期及び持続的に実施するもの

・保存状況について日常の点検を行い、現状を維持する。

・史跡地全体の排水体系を整備するなかで、西端部のうぐい

す谷の北側埋設部分の整備の必要性などについて検討を行い、

必要に応じて事業化を図る。

Ｄ
内堀 

地区

水堀 
あやめ池 

堀の水 

北側堀端の石垣 

堀斜面の土手 

護岸の低石垣 

堀肩部の土塁　

（城壁） 

搦手の渡り土手

短期及び持続的に実施するもの

・水質浄化について悪化原因を調査したうえで調査を継続し、

対応策の検討を進める。

・北西部の内堀の土塁について、確認調査を実施し保存・整

備を行う。（図 41- ⑨）

中・長期

・護岸施設やうぐいす谷部分等を適切に整備し、保存に努める。

Ｅ

武家屋敷

跡・外堀

地区

地割 

土塁 

外堀

短期及び持続的に実施するもの

・外濠緑道公園の土塁などの史跡指定に向け、遺構の確認調

査を行う。
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N

0 100m

雨水排水対策・保全のための調査・発掘調査含む　短期

石垣修理・保全

 石垣の修理・保全工事を順次行う。　短期〜長期

  坤櫓跡石垣①　帯曲輪西石垣②　本丸西石垣③

  本丸東石垣④　三の丸北石垣⑤　三の丸南石垣⑥　二の丸番頭櫓跡石垣⑦

  帯曲輪南東角部石垣⑧

土塁の整備　土塁の整備を短期で行うもの　西側土塁⑨

文化財建造物 耐震対策を短期で行うもの　 丸亀城天守⑩　大手一の門⑪

     番所・長屋⑫

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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地区 項目 活用のための整備内容

全体 -

案内・解説・展示施

設の整備

短期及び持続的に実施するもの

・案内板や解説板の整備は既存施設の新規整備や更新を行う（図 42）。

便益施設の整備

短期及び持続的に実施するもの

・既設の物で老朽化し、至急の対応が必要なものは随時行う（図 43-

①～⑥）。

・句碑の移設を行う（図 43- ⑨～⑫）。

・園路の整備を行う（図 43- ⑬）。

環境管理

短期及び持続的に実施するもの

・石垣などの遺構の見学等に悪影響を与えるもの、来訪者に危険な樹

木は優先して剪定、伐採を行う。

・景観上又は利用上不適切な樹木、密植などで育成不足となっている

樹木は伐採し、樹木の整備・管理については「整備基本計画」で地区

別に具体的な方針を定める。

Ａ

山上 

曲輪群 

地区

案内・解説・展示施

設の整備 

遺構の復元整備・遺

構表示等 

櫓などの歴史的建造

物の復元 

延寿閣別館の整備

短期及び持続的に実施するもの

・丸亀城天守内については、今後の修理状況にあわせつつ、展示内容

の充実を図る。

・延寿閣別館は丸亀城跡の魅力を伝えるため「城泊」などの施設活用

や必要な整備を検討する。

・櫓や門などの建物についてこれまでの発掘調査成果を整理したり、

歴史資料の調査など、資料収集を行う。

中・長期

・発掘調査を実施し、櫓や門などの復元建造物について復元を検討す

る。

Ｃ 大手地区
便益施設の整備 

・観光案内所

中・長期

・多くの来訪者に利用されている観光案内所については、ボランティ

アガイドの活動拠点として、一層の活用を図り、今後の施設の在り方

についても検討する。




